
その他  

検討課題 政治倫理に関する規程の策定

議会基本条例
の条文

　（議員の政治倫理）
第２７条　議員は、区民の負託を受けた公職にある者として、高い倫理観が求められてい
　ることを深く認識し、良心及び責任感を持って、議員の品位を保持し、見識を深めるよ
　う努めなければならない。
２　議員の政治倫理に関し必要な事項は、別に定める。

 具体的な
 運用方法等

１　条例案等の取りまとめ
　　令和元年度から令和３年度までの３か年にわたり、特別委員会での協議及び運営協議
　会での事前調整等を重ね、条例、条例施行規程及び逐条解説の各案を次のとおり取りま
　とめた。
　　なお、条例案の取りまとめに当たっては、墨田区議会のパブリック・コメント手続に
　係る基準に基づき、広く区民等に対する意見公募の手続を行った（令和４年２月１日か
　ら２８日まで）。
（１）墨田区議会議員の政治倫理に関する条例（案）
　　　別紙１のとおり
（２）墨田区議会議員の政治倫理に関する条例施行規程（案）
　　　別紙２のとおり
（３）墨田区議会議員の政治倫理に関する条例に係る逐条解説（案）
　　　別紙３のとおり

２　議案の提出方法
　　本条例の制定に係る議案については、委員会提出議案として提出することとした。
　　なお、令和３年度定例会２月議会での上程を目指し、その取扱いについて、議長へ申
　し入れることとした。

№２９（優先度　Ｂ）

令 和 ４ 年 ３ 月 ２ ９ 日

議 会 運 営 委 員 会 決 定

「墨田区議会基本条例の運用に係る検討課題」検討結果














































